
（
本
制
度
は
、総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
未
満
の
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
の�

小
型
船
舶
に
つ
い
て
、所
有
者
の
所
有
権
を
登
録
す
る
制
度
で
す
。
）�

交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー�

教
室
を
開
催�

「
小
型
船
舶
の
登
録
に�

 

関
す
る
法
律
」に
つ
い
て�

business
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沖
縄
総
合
事
務
局
運
輸
部
で
は
、
去

る
十
二
月
十
五
日
（
土
）
、
那
覇
空
港

国
内
線
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
お
い
て
「
交

通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
教
室
」
を
開
催
い
た

し
ま
し
た
。
昨
年
十
一
月
に
は
、
「
高

齢
者
、
身
体
障
害
者
等
の
公
共
交
通
機

関
を
利
用
し
た
移
動
の
円
滑
化
の
促
進

に
関
す
る
法
律
」
い
わ
ゆ
る
「
交
通
バ

リ
ア
フ
リ
ー
法
」
が
施
行
さ
れ
、
公
共

交
通
機
関
に
つ
い
て
車
両
及
び
タ
ー
ミ

ナ
ル
施
設
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
が
促
進

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
高
齢

者
や
身
体
障
害
者
等
が
公
共
交
通
機
関

を
円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た

め
に
は
、
ハ
ー
ド
面
の
整
備
の
み
な
ら

ず
、
誰
も
が
「
お
手
伝
い
し
ま
し
ょ
う
」

と
ご
く
自
然
に
声
を
か
け
て
快
く
サ
ポ

ー
ト
で
き
る
環
境
を
作
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
そ
こ
で
、
今
回
バ
リ
ア
フ
リ
ー

教
室
を
開
催
す
る
こ
と
と
し
、
疑
似
体

験
や
介
助
体
験
を
通
じ
て
交
通
バ
リ
ア

フ
リ
ー
へ
の
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
と

と
も
に
、
ソ
フ
ト
面
の
環
境
づ
く
り
の

充
実
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。
ち
な
み
に
「
交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー

教
室
」
は
北
海
道
か
ら
沖
縄
ま
で
、
今

年
度
は
全
国
十
ヶ
所
で
開
催
さ
れ
て
い

ま
す
。�

�

　
沖
縄
で
は
一
般
公
募
に
よ
り
親
子
連

れ
を
含
め
約
三
十
人
が
受
講
し
、
「
視

覚
障
害
者
体
験
」
（
ア
イ
マ
ス
ク
を
付

け
、
杖
を
持
っ
て
移
動
）
「
高
齢
者
体

験
」
（
手
足
、
胸
に
お
も
り
を
付
け
、

耳
栓
、
手
袋
、
ゴ
ー
グ
ル
を
装
着
し
て

移
動
）
「
車
い
す
利
用
者
体
験
」
（
車

い
す
に
乗
っ
て
移
動
）
の
三
コ
ー
ス
を
、

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
説
明
を
受
け
な
が
ら

体
験
し
ま
し
た
。
各
コ
ー
ス
と
も
参
加

者
が
介
助
役
と
被
介
助
役
を
交
替
し
な

が
ら
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
、
エ
ス
カ
レ
ー

タ
ー
、
階
段
を
利
用
し
て
の
移
動
や
自

動
販
売
機
、
ト
イ
レ
、
公
衆
電
話
の
利

用
、
リ
フ
ト
付
き
バ
ス
の
乗
降
等
を
体

験
い
た
し
ま
し
た
。�

�

　
こ
の
「
交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
教
室
」

を
通
し
て
、
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等

へ
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
と
と
も
に
、
周
囲
の
人
の
理
解
と
協

力
が
得
ら
れ
る
と
、
高
齢
者
、
身
体
障

害
者
等
が
公
共
交
通
機
関
を
よ
り
一
層

円
滑
に
利
用
で
き
る
こ
と
を
学
ぶ
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。�
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（
１
）
制
定
の
背
景�

　
総
ト
ン
数
二
〇
ト
ン
未
満
の
小
型
船

舶
の
保
有
隻
数
は
、
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー

ト
の
普
及
に
よ
り
五
〇
万
隻
を
超
え
よ

う
と
し
て
お
り
、
ま
た
小
型
船
舶
操
縦

士
の
免
許
受
有
者
数
も
平
成
十
二
年
度

末
に
は
二
百
七
〇
万
人
を
超
え
る
な
ど
、

今
後
も
小
型
船
舶
を
使
用
し
た
活
動
は
、

国
民
生
活
に
広
く
浸
透
さ
れ
て
い
く
こ

と
が
予
想
さ
れ
る
。 �

　
し
か
し
な
が
ら
、
一
方
で
、
そ
の
小

型
船
舶
の
所
有
権
を
公
証
す
る
制
度
は

無
く
、
放
置
艇
の
適
正
な
保
管
場
所
へ

の
誘
導
や
不
法
投
棄
の
未
然
防
止
、
多

重
売
買
等
の
ト
ラ
ブ
ル
の
防
止
や
信
用

販
売
の
円
滑
化
等
を
図
る
観
点
か
ら
、

小
型
船
舶
の
登
録
制
度
の
導
入
が
求
め

ら
れ
た
た
め
、
小
型
船
舶
の
登
録
等
に

関
す
る
法
律
が
平
成
十
三
年
六
月
二
十

七
日
に
成
立
、
同
年
七
月
四
日
に
公
布

さ
れ
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。�

（
２
）
法
律
の
概
要�

　
①
小
型
船
舶
の
登
録
及
び
総
ト
ン
数

の
測
度�

　
総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
二
〇
ト
ン
未

満
に
義
務
づ
け
て
い
る
現
行
制
度
を
拡

大
し
て
、
漁
船
等
を
除
い
た
総
ト
ン
数

二
〇
ト
ン
未
満
の
船
舶
（
以
下
「
小
型

船
舶
」
）
の
所
有
者
は
、
国
土
交
通
大

臣
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を

航
行
の
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
と
と

も
に
、
国
土
交
通
大
臣
よ
り
通
知
を
受

け
た
船
舶
番
号
を
、
当
該
小
型
船
舶
に

表
示
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

小
型
船
舶
の
所
有
権
は
、
登
録
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ

と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
更
に
、
登
録

さ
れ
た
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
の

変
更
登
録
、
所
有
権
の
変
更
を
行
っ
た

場
合
の
移
転
登
録
、
小
型
船
舶
が
解
体

や
沈
没
等
が
発
生
し
た
場
合
の
抹
消
登

録
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。�

　
②
小
型
船
舶
検
査
機
構
に
よ
る
登
録

測
度
事
務
の
実
施�

　
従
来
、
総
ト
ン
数
二
〇
ト
ン
未
満
の

船
舶
安
全
検
査
は
小
型
船
舶
検
査
機
構

（
以
下
「
Ｊ
Ｃ
Ｉ
」
）
が
実
施
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
今
回
の
法
律

で
は
従
来
五
ト
ン
以
上
二
〇
ト
ン
未
満

の
船
舶
に
つ
い
て
登
録
を
行
っ
て
い
る

都
道
府
県
か
ら
事
務
軽
減
の
要
望
を
踏

ま
え
た
上
で
、
船
舶
安
全
検
査
と
の
ワ

ン
ス
ト
ッ
プ
サ
―
ビ
ス
の
提
供
の
観
点

か
ら
、
Ｊ
Ｃ
Ｉ
が
小
型
船
舶
の
登
録
及

び
総
ト
ン
数
の
測
度
を
実
施
し
ま
す
。�

　
③
今
後
の
展
望�

　
法
律
の
施
行
後
、
所
有
権
公
証
に
よ

り
、
小
型
船
舶
の
信
用
販
売
や
建
造
資

金
調
達
の
円
滑
化
、
売
買
ト
ラ
ブ
ル
の

解
消
、
盗
難
防
止
が
成
さ
れ
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
ま
す
。�

登録の諸手続きのイメージ�登録の諸手続きのイメージ�

移転登録�

新船�
（H14/4/1～）�

現存船�
（次期検査期）� 既登録船の売買�

15日以内�

15日以内�

◯船舶番号の表示� 変更登録� 抹消登録�

国土交通大臣日本小型船舶検査機構�新規登録�

登録申請書�

1.�
2.�
3.�
4.�
5.�
6.�
�
7.�
8.

◯ 船舶番号�

※推進機関の形式については当面登録を要しない�

根拠法等�

小型船舶（20トン未満）� 5トン以上20トン未満� 自動車�

日本小型船舶検査機構�

船種、船籍港、LBD、総トン数、�
船体識別番号、機関の種類型式、�
所有者の氏名住所、登録年月日�

船種、船名、船籍港、LBD、総トン数、�
機関の種類型式、所有者の氏名住所、�
進水年月　※6年毎に検認�

車名、形式、車台番号、原動機の�
形式、使用者の本拠の位置、�
所得の原因、所有者の氏名住所�

16条抹消（一時）、�
抹消登録証明書交付、�
15条抹消（解体証明等）�

登録番号標を当該�
自動車に取付け封印�

当該船舶に船舶番号を�
表示（ステッカー等）�
※検査済票と一体化�

船名と船舶番号を表示�
（国字、サイズ等規定）�

15日以内�

15日以内�

15日以内�

14日以内�

14日以内�

14日以内�

小型船舶登録法�
（所有権の公証）�
（第三者対抗用件）�

道路運送車両法�
（所有権の公証）�
（第三者対抗用件）�

船籍政令�
（国籍証明）�

都道府県� 国�登録機関�

登録事項�

対象物への表示義務�

変更登録�
（登録事項の変更）�

移転登録�
（所有者の変更）�

抹消登録�
（廃棄等）�

HIN：船体識別番号�

船舶の種類�
船籍港（市長村名）�
船舶の長さ、幅及び深さ�
総トン数�
船体識別番号�
推進機関を有するものにあたっては、�
その種類及び型式�
所有者の氏名又は名称及び住所�
登録年月日�

※現存艇は測度を行わずに新規登録可（附則第3条）�
　総トン数は船籍標記数値の転記又は5トン未満と記載�
※現存艇は測度を行わずに新規登録可（附則第3条）�
　総トン数は船籍標記数値の転記又は5トン未満と記載�

※
ト
ン
数
測
度�

H
I
N
取
付
け
�

印鑑証明書�
※手数料納付�

 登録の原因を�
 証明する書類�
（譲渡証明書）�

登録事項�

1.�
2.�
3.

当該船舶が滅失し、沈没し、又は解徹されたとき�
当該船舶の存否が3ヶ月間不明になったとき�
当該船舶が小型船舶でなくなったとき�

小型船舶登録法、船籍政令、道路運送車両法の比較�

罰金30万円以下�

15日以内�

15日以内�

罰金30万円以下�


